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Ⅱ．各国の租税・財政教育及び税務広報の動向 

1.日本 

≪要約≫ 

【税に関する国民意識】 

� 税に対する印象として、「国民の義務」「負担感」「強制的なもの」といった、義務的に

徴収されるものであるという意識を強く持っている。 

� 租税に対する関心は非常に高く、「大いに関心がある」「少し関心がある」と回答した

人の割合は 96.4％にのぼる。知りたい情報としては「税金の使われ方」が最も多く、

官公庁からの情報発信の更なる充実が求められている。 

【租税・財政教育】 

� 日本の租税教育の特徴の一つは、教育部門のみならず国税庁、東京都主税局といった

税務部門と、税理士会や法人会等の民間部門が租税教育推進協議会という枠組みの中

で連携していることである。この協議会は国、都道府県、区市町村の各段階で設けら

れており、それぞれの役割に応じて、租税教育の事例集の作成、副教材の作成、租税

教室の開催等を行っている。 

� 選挙権年齢の引き下げを考慮し、国税庁・東京都では高校生への主権者教育や租税・

財政教育に注力している。 

� 教育部門では、小中高校の社会科や公民科の中で、税の仕組みや意義、日本の財政に

ついて教えている。 

� 税務部門では、小中高校、専修学校等における租税教室の開催、大学における講演の

ほか、ホームページ等で租税教育向けの教材提供や、税に関する作文コンクールの開

催等、普及啓発活動を行っている。 

� 民間部門としては、税理士会のほか法人会等関係民間団体が租税教育の推進に深く関

わっており、租税教室への講師派遣や税の作文、絵はがきコンクール、書道展、税の

標語等を行っている。 

【税務広報】 

� 国税庁、東京都主税局いずれも、ホームページでの情報提供、パンフレットの作成、

SNSでの情報発信等、様々な媒体を活用した広報活動を実施している。 

� 税務広報に対する評価活動として、アンケートを実施し、その結果を業務の改善に活

用している。特に国税庁においては、毎年広報活動に関する測定指標が定められ、定

量的・定性的な評価を実施している。 

【税務職員の育成】 

� 職員の職位や専門分野に応じた研修体系が充実している。税に関する専門性を高める

ための研修に加え、接遇研修についても実施している。 
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1-1.概要 

1-1-1.税収の内訳 

 平成 26 年度決算額によると、国税と地方税を合わせた租税収入は約 94.6 兆円で、その

うち国税は約 57.8 兆円（租税総額の 61.1％）、地方税（道府県税及び市町村税の合計）は

約 36.8兆円（38.9％）となっている3。国税及び地方税の税収内訳は図表 8にあるように、

国税では所得税が約 16.8兆円で最も多く、次いで消費税、法人税となっている。地方税で

は個人住民税が約 12.3兆円で最も多く、続いて固定資産税、法人住民税と法人事業税を合

計した地方法人二税の順となっている。 

 

図表 8：国及び地方の税収内訳4 

 
出所：総務省「国税・地方税の税収内訳（平成 26年度決算額）」を基に日本総研作成 

 

1-1-2.租税に関する国民意識 

 前章の通り、日本人は「租税を納めなければならない」というコンプライアンス意識は

諸外国と比較して高い一方で、相対的に強い「痛税感」を持っていることが確認された。

税に関する国民の意識について、東京都が行った調査5を基に改めて確認する。 

 まず、税に対する印象としては、国民の義務（71.5％）、負担感（61.5％）、強制的なもの

（41.5％）と、義務的に徴収されるものであるという意識が強いことがこの調査でも明らか

になった。 

  

                                                  
3 総務省「平成 28 年版地方財政白書」による。 
4 注１：各税目の％は、それぞれの合計を 100％とした場合の構成比である。 

注２：国税は特別会計分を含み、地方税、道府県税及び市町村税は超過課税分及び法定外税を含む。 

注３：国税は地方法人特別税を含み、地方税は地方法人特別譲与税を含まない。 

注４：計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。 
5 平成 28 年度第３回インターネット都政モニター「税に対する都民の意識」調査結果 

実施期間：平成 28 年８月４～10 日 

回答者：都政モニター500 名のうち 470 名がインターネット上で回答。回答率 94.0％。 
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図表 9：税金に対する印象 

 
 

出所：平成 28年度第３回インターネット都政モニター「税に対する都民の意識」を基に日本総研作成 

 

 租税に対する関心は非常に高く、「大いに関心がある」「少し関心がある」と答えた人の

割合は合計で 96.4％にのぼる。その一方で、税金に関する知識が「十分ある」「多少ある」

人は 56％で、約 40％の人は「あまりない」と答えている。 

 

図表 10：税金への関心（左）及び税金の知識（右）の有無 

 

出所：平成 28年度第３回インターネット都政モニター「税に対する都民の意識」を基に日本総研作成 

 

 さらに、官公庁からの租税に関する情報発信については、60％以上の回答者が不十分と

答えており、更なる情報発信への要望が大きいことが分かる。 
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図表 11：官公庁からの税金に関する情報発信への評価 

 

出所：平成 28年度第３回インターネット都政モニター「税に対する都民の意識」を基に日本総研作成 

 

 具体的に知りたい情報としては、「税金の使われ方」が 56.8％と最も高く、次いで「自分

の納める税額」48.3％、「税金の軽減制度」41.1％が続いている。 

 

図表 12：知りたい税金の情報 

 
出所：平成 28年度第３回インターネット都政モニター「税に対する都民の意識」を基に日本総研作成 
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日本の場合は、申告納税制度でありながら給与所得者については源泉徴収制度と年末調

整制度により、確定申告を行わずとも納税が可能な制度となっている。平成 27年分所得税

等の確定申告書を提出したのは約 2,150万人であり6、成人人口の約 20％となっている。給

与所得者は納税の主体であるという自覚が持ちにくい状況にあり、そのことは、租税に関

して知りたい情報として約半数が「税金の使われ方」「自分の納める税額」を回答している

ことにも表れている。調査結果から、税及び行政サービスに関する基本的な知識と理解が

ない中、「義務として徴税されている」と感じている人が多いことが分かる。 

 

  

                                                  
6 国税庁統計情報（平成 27 年） 
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1-2.租税・財政教育 

1-2-1.教育課程における租税・財政教育の位置づけ 

日本の小学校、中学校、高校では、社会科や公民科の中で租税や財政について教えてい

る。学習指導要領解説においては、図表の通り学齢に応じた税に関わる学習内容について

の記述がある。小学校においては、６年生の「我が国の政治の働き」という単元で、「私た

ちの願いを実現する政治」という学習がおおよそ８時間程度行われている。中学校では中

学３年生の公民的分野の学習の中で、「私たちと経済」という単元において、「これからの

日本の財政と納税」についておおよそ３時間程度、「私たちの生活と社会保障」についてお

およそ５時間程度の授業が行われている。高校においては、公民科の中の現代社会、政治

経済の２科目に、租税・財政教育に関する学習内容が含まれている。高校では両科目とも

２単位 70時間の授業時間があり、租税・財政教育にはおおよそ２時間程度の授業が行われ

る。 

 

図表 13：学習指導要領における租税・財政教育の位置づけ 

対象 教科 学習指導要領解説の税に関わる記述 

小
学

校
（

６
年

生
）
 

社会科 

� 政治の働きと税金の使われ方の関係を取り上げ、国や県、市に

よって行われている社会保障、災害復旧の取組、地域の開発等

に必要な費用は租税によってまかなわれていること、それらは

国民によって納められていること等を理解し、租税が大切な役

割を果たしていることを考えることができるようにする。 

� 国民は権利を行使する一方で、勤労や納税の義務等を果たす必

要があること等を理解できるようにする。 

� 国民の義務は、納税の義務を取り上げ、税金が国民生活の向上

と安定に使われていることを理解できるようにする。 
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対象 教科 学習指導要領解説の税に関わる記述 

中
学

校
（

３
年

生
）
 

社会科 

（公民的 

分野） 

� 国や地方公共団体に任せた方が効率的であったり、公正であっ

たり、市場の働きだけに任せたままでは解決が難しかったりす

る問題について具体的に考えさせる。 

� 統計資料等を有効に活用しながら租税の大まかな仕組みやそ

の特徴に触れ、財政を支える租税の意義や税制度の在り方につ

いて考えさせる。 

� 国民が納税の義務を果たすことの大切さを理解させるととも

に、税の負担者として租税の使いみち等について理解と関心を

深めさせる等納税者としての自覚を養う。 

� 財政の歳入・歳出における内容を具体的に取り上げ、財政支出

に対する要望は広範多岐にわたり、そのための財源の確保が必

要であるが、財源は無限にあるわけではないことに気付かせ、

財源の配分について、効率や公正の考え方に基づいて考えさせ

る。 

� 社会保障とその財源の確保の問題をどのように解決していっ

たらよいか、税の負担者として自分の将来とかかわらせて考え

させる。 

高
等

学
校
 

現代社会 

� 市場経済の中での政府の役割は、国民生活の向上と福祉の充実

のために、民間部門では十分には供給することの難しい財やサ

ービスを提供する役割があること、また、所得再分配や経済の

安定化を図る役割があることを、近年の経済の動向を踏まえて

考察させるとともに、租税を中心とした公的負担の意義と必要

性についての理解を深めさせる。 

� その際、納税が国民の義務であることを理解させるとともに、

税金がどのように使われどのようなサービスを受けているか

等について納税者としての立場から関心をもつことが大切で

あることを理解させる。 

� 持続可能な社会の形成に参画するという観点から、現代社会に

対する課題について個人と社会の関係、現役世代と将来世代の

関係等に着目させながら探究し、現代社会に対する理解を深め

させる。 
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対象 教科 学習指導要領解説の税に関わる記述 

高
等

学
校
 

政治・経済 

� 現代の政府は、家計や企業の経済活動にゆだねることの困難な

部門を引き受けていること、資源の配分、景気変動の調整、所

得や資産分配の不平等を是正する等の役割を果たしているこ

とを理解させる。 

� 財政（政府による経済）活動を行うには原資が必要であること

に気付かせ、租税や国債等財源の調達方法やそれぞれの問題点

を理解させるとともに、限られた財源をいかに配分すれば国民

福祉が向上するかを考察させ、適切な財政運営が重要な課題で

あることに気付かせる。 

� 税制度の基本を理解させるとともに、国民生活における租税の

意義と役割、公平で適切な負担の在り方について考察させる。 

� その際、国民が納税の義務を果たすとともに、納税者としてそ

の使途について関心をもつことが大切であることを理解させ

る。 

出所：租税教育推進関係省庁等協議会「租税教育の事例集」、東京都教育庁資料等を基に日本総研作成 

 

こうした教科学習に加えて、小学校、中学校、高校いずれの段階でも、税務部門の職員

や税理士等の税の専門家による租税教室を実施する学校もある。 

 租税・財政に関する学習内容は、主権者として理解すべき制度の一つであり、主権者教

育とも関連がある。東京都においては、平成 27 年 11 月に東京都教育施策大綱を定め、そ

の中で重点事項の一つとして「社会的自立を促す教育の推進」を挙げている。具体的には

「自立的で、自分らしい生き方を実現するキャリア教育を推進」するという方針のもと、

選挙権年齢引き下げを受けた政治的教養を育む主権者教育の充実や、社会保障制度等の課

題について日常生活に結び付けて課題を解決する学習の充実、将来に役立つ金融経済・税

財政教育の充実等が掲げられている。 

そうした方針をふまえ、平成 28年２月に策定された都立高校改革推進計画新実施計画に

おいては、キャリア教育の一環として主権者意識醸成のための取組を進めることが記され

ている。新実施計画は平成 28 年度から３カ年の計画であり、平成 28 年度は選挙権年齢引

き下げを受けて、民主主義について学ぶリーフレットを作成し、配布した。この取組は特

定の授業時間の枠を持たないので、ロングホームルーム等を活用して行われている。 

さらに、都立高校改革の中で、キャリア教育の充実を目指した東京都独自の取組の一環

として、従来の「奉仕」という科目に代わって、平成 28年度から「人間と社会」という科

目が新設された7。 

 

                                                  
7 詳細については 23 ページを参照のこと。 
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1-2-2.租税・財政教育の概要 

日本の租税教育の特徴は、教育部門のみならず、国税庁・東京都主税局といった税務部

門と、税理士会や法人会等の民間団体が租税教育推進協議会の枠組みの中で連携している

ことである。以下、各部門の租税・財政教育について記すこととする。 

 

(1)教育部門による租税・財政教育 

①社会科における租税・財政教育 

高校においては、公民科の中の現代社会、政治経済の２科目に、租税・財政教育に関す

る学習内容が含まれている。高校では両科目とも２単位 70時間の授業時間があり、租税・

財政教育には最大で４時間程度の授業が行われる。 

例えば実教出版株式会社発行の政治・経済の教科書では、租税・財政教育に該当する内

容が「２章 現代経済のしくみ」の中で４ページにわたって記載されている。「７ 財政の

役割と租税」という項目では、「財政と財政政策」「歳入と支出」「租税の種類」に関する説

明が２ページにわたり記載されている。次の「８ 日本の財政の課題」においては、「税制

改革の動向」と「財政危機と財政構造改革」についての説明が１ページにまとめられてい

る。さらに１ページの時事コラムとして国債累積問題について書かれており、租税・財政

に関する授業のまとめとして、財政再建について皆で考察するというのが一般的な授業の

進め方となっている。 
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図表 14：政治・経済の教科書目次（抜粋） 

 
出所：実教出版株式会社発行『最新政治・経済』を基に日本総研作成 

 

また、高校卒業後就職する生徒が多い普通科の高校や商業科を持つ高校では、社会科で

の学習に加えて、税理士を招いて確定申告の方法等実務的な講習を行う場合もある。 

 

②「人間と社会」における取組 

都立高校改革の中で、キャリア教育の充実を目指した東京都独自の取組の一環として、

従来の「奉仕」という教科に代わって、平成 28年度から「人間と社会」という教科が新設

された。都立高校では１単位必修となっており、主に担任や副担任が授業を行っている。「人

間と社会」では、学習の視点として「これから何を大切にして、どのように生き、そして

どのようにして幸せな世の中にしますか」という問いを与え、それを考えることにつなが

る 18のテーマから４つを選び１年間かけて学習する。地域社会で起こる問題等、生徒たち

が近い将来経験する可能性のある身近なテーマについて議論することで、自らが社会を構

成する一人であることを理解し、租税や財政を含む社会の仕組みへの関心を育むことにつ

なげていくことを目指している。 

 

  

第１編 現代の政治 

第２編 現代の経済 

１章 経済社会の変容 

２章 現代経済のしくみ 

１ 経済主体と市場の働き 

２ 企業の役割 

３ 国民所得 

４ 経済成長と国民の福祉 

５ 金融の役割 

６ 日本銀行の役割 

７ 財政の役割と租税 

８ 日本の財政の課題 

３章 現代の日本経済と福祉の向上 

４章 現代の国際経済 

第３編 現代社会の諸課題 

７ 財政の役割と租税（p92-93） 

� 財政と財政政策 

� 歳入と支出 

� 租税の種類 

 

８ 日本の財政の課題（p94-95） 

� 税制改革の動向 

� 財政危機と財政構造改革 

《時事コラム》国債累積問題 
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図表 15：「人間と社会」の教科書目次 

 

出所：東京都教育委員会『人間としての在り方生き方に関する教科「人間と社会」』を基に日本総研作成 

 

 例えば、「第 10 章 お金の意義について考える」では、自立した消費者としてお金につ

いて十分な知識を身に付けることが大切であるとして、生徒が議論して考えることを通し

て、収支の管理や望ましいお金の使い方、租税や社会保障、保険等についての理解を深め

ている。 

 

  

序章 「人間と社会～学習の視点～」を考える        P.6 

第１章  人間関係を築く                  P.8 

第２章  学ぶことの意義                  P.12 

第３章  働くことの意義                  P.16  

第４章  役割と責任を考える                P.20 

第５章  マナーと社会のルールについて考える        P.24 

第６章  ネット時代                    P.28 

第７章  選択し、行動する                 P.32 

第８章  チームで活動することの意義            P.36  

第９章  人生とワーク・ライフ・バランス          P.40 

第 10 章 お金の意義について考える             P.44 

第 11 章 支え合う社会                                    P.48 

第 12 章 地域社会を築く                                  P.52 

第 13 章 自然と人間の関わり                              P.56  

第 14 章 科学技術の先に・・・生命倫理を考える            P.60  

第 15 章 文化の多様性                                    P.64  

第 16 章 グローバル化が進展する社会に生きる              P.68 

第 17 章 対立から国際平和を考える                        P.72 

第 18 章 主権者としての自覚                              P.76 

最終章 「人間と社会～これからの生き方～」を考える       P.80 
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図表 16：「第 10章 お金の意義について考える」教科書（抜粋） 

 
出所：東京都教育委員会『人間としての在り方生き方に関する教科「人間と社会」』 

 

(2)税務部門による租税・財政教育 

①租税教育推進協議会による租税教育 

(ア) 租税教育推進協議会の概要 

日本においては、国税庁と総務省、文部科学省等関係機関が連携し、国、都道府県、区

市町村それぞれの段階で租税教育推進協議会（以下、租推協）を立ち上げ、租税教育を推

進している。国税庁が租税教育を開始したのは昭和 25年にさかのぼるが、その後、都道府

県単位での協議会設置が進められ、平成 23年度税制改正大綱にて「租税教育の充実」が盛

り込まれたことを受け、平成 23年に国レベルの租税教育推進関係省庁等協議会（以下、中

央租推協）が発足した。 
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図表 17：平成 23年度税制改正大綱における租税・財政教育に関する記述（抜粋） 

 

出所：平成 23年度税制改正大綱 

 

 現在は、国、都道府県、区市町村の各レベルで図表 18のような体制で、租税教育が推進

されている。中央租推協は年に１回開催され、その年の活動の成果や今後の方針について

確認するとともに、租税教育に関するシンポジウムを開催している。さらに、国税庁では

租税教育の教材作成等も行っている。東京都租税教育推進協議会（以下、東京都租推協）

では、東京国税局、東京都主税局、東京都教育庁等が中心となり、租税教育用の教材作成

や教員への研修のほか、税に関する作文の募集及び租税教室開催の支援、租推協ニュース

の発行等を行っている。平成 28年度からは東京税理士会が東京都租推協の正会員となって

いる。そして区市町村租税教育推進協議会（以下、区市町村租推協）においては、各税務

署や都税事務所、税理士会、法人会等の関係民間団体や学校等が連携し、税務署・都税事

務所職員や税理士等といった租税の専門家が学校を訪問し出張授業を行う「租税教室」の

実施等を担っている。 

 

  

（２）租税教育の充実 

国民が租税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利・義務を正しく理解し、社会の構

成員として、社会のあり方を主体的に考えることは、納税に対する納得感の醸成と民主国

家の維持・発展にとって重要です。 

こうした健全な納税者意識を養うことを目的として、国税庁では、次代を担う児童・生徒

に対し、租税教育の充実に向けた各種の支援を実施しています。また、税理士・税理士会

においても、納税者又は国民への社会貢献事業の一環として、租税教育を通じて申告納税

制度の維持発展に寄与するため、小中学校への講師派遣等を積極的に実施しています。 

本来、租税教育は、社会全体で取り組むべきものであり、健全な納税者意識のより一層の

向上に向け、今後とも官民が協力して租税教育の更なる充実を目指す必要があります。特

に、小中学校段階だけでなく、社会人となる手前の高等学校や大学等の段階における租税

教育の充実や、租税教育を担う教員等に対する意識啓発について検討し、関係省庁及び 

民間団体が連携して取り組むこととします。 



 

 

(イ)租推協の取

(ⅰ)租税教育事例集の作成

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

けて、平成

という事例集を作成し、小中高等学校及び教員養成大学におけ

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

に分かり合うことが必要であることを教えている。その上で憲法

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。

 

 

租推協の取り

租税教育事例集の作成

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

けて、平成 27 年には、中央租推協にて「租税教育の事例集～租税教育の充実に向けて～」

という事例集を作成し、小中高等学校及び教員養成大学におけ

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

に分かり合うことが必要であることを教えている。その上で憲法

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。

 

図表

り組み 

租税教育事例集の作成 

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

年には、中央租推協にて「租税教育の事例集～租税教育の充実に向けて～」

という事例集を作成し、小中高等学校及び教員養成大学におけ

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

に分かり合うことが必要であることを教えている。その上で憲法

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。

 

図表 18：租税教育推進体制

出所：財務省広報誌「ファイナンス」（

 

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

年には、中央租推協にて「租税教育の事例集～租税教育の充実に向けて～」

という事例集を作成し、小中高等学校及び教員養成大学におけ

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

に分かり合うことが必要であることを教えている。その上で憲法

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。
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：租税教育推進体制

出所：財務省広報誌「ファイナンス」（

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

年には、中央租推協にて「租税教育の事例集～租税教育の充実に向けて～」

という事例集を作成し、小中高等学校及び教員養成大学におけ

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

に分かり合うことが必要であることを教えている。その上で憲法

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。

：租税教育推進体制（イメージ図）

出所：財務省広報誌「ファイナンス」（

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

年には、中央租推協にて「租税教育の事例集～租税教育の充実に向けて～」

という事例集を作成し、小中高等学校及び教員養成大学におけ

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

に分かり合うことが必要であることを教えている。その上で憲法

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。

（イメージ図） 

出所：財務省広報誌「ファイナンス」（2012.1）より東京都主税局作成

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

年には、中央租推協にて「租税教育の事例集～租税教育の充実に向けて～」

という事例集を作成し、小中高等学校及び教員養成大学における租税教育のベストプラク

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

に分かり合うことが必要であることを教えている。その上で憲法 30条に国民は納税の義務

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。

 
）より東京都主税局作成

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

年には、中央租推協にて「租税教育の事例集～租税教育の充実に向けて～」

る租税教育のベストプラク

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

条に国民は納税の義務

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。

 
）より東京都主税局作成 

各学校で租税教育をどのように実施したらよいか分からないという現場からの意見を受

年には、中央租推協にて「租税教育の事例集～租税教育の充実に向けて～」

る租税教育のベストプラク

ティスを紹介している。例えば高等学校については、授業の実施事例の一つとして、「主権

者として、納税の意義を考える」授業が紹介されている。この授業においては、市場経済

における政府の役割や、公共サービスの財源をまかなう税は主権者である国民が広く公平

条に国民は納税の義務

を負うことが明記されていることを確認し、その義務を果たすことの意義を教えている。 
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 図表 19：高校での租税教育の事例（事例集より抜粋）  

 

○指導計画○指導計画○指導計画○指導計画（4時間・各1時間）

時 学習活動・学習内容

1111
○主権者として、納税の意義を考える○主権者として、納税の意義を考える○主権者として、納税の意義を考える○主権者として、納税の意義を考える

＜本時＞＜本時＞＜本時＞＜本時＞

2

○公平な税制を考える

・グループワークを通して、公平な税制を考える。

・累進課税制度を理解する。

3

○財政について考える

・財政制度、財政の仕組みや機能を理解する。

・歳入と歳出、国債発行額等のグラフを見て、財政の現状と課題を把握する。

・財政問題の解決方法を考え、意見をワークシートにまとめる。

4

○納税者として必要な税の手続きについて学ぶ

・国税庁ホームページ「税の学習コーナー」を活用し、源泉徴収票の見方などを学び、所得税の確

定申告書の作成を体験する。

○税の専門家（税務職員や税理士）の話を聞く

・税に関する事について質問をしたり、税に関する仕事の実際について話を聞いたりする。
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出所：租税教育推進関係省庁等協議会「租税教育の事例集」を基に日本総研作成 

  

○本時の学習○本時の学習○本時の学習○本時の学習

１　本時の目標１　本時の目標１　本時の目標１　本時の目標

・政府の役割、税の機能や意義を理解する。

・納税者として、納税の義務を果たすことの意義を理解する。

２　本時の展開２　本時の展開２　本時の展開２　本時の展開（１/4時間）

学習活動・学習内容

導入

＜なぜ私たちは税金を納めなくてはならないのだろう＞

１　市場経済における政府の役割

・歳出グラフを見て、政府(財政支出）の主権者である国民の要望にはどのようなものがあるのかを考える。

・歳出全体の金額を○年前と比較し、全体として財政支出が増えていることを知る。

　（予算及び決算の分類参照）

・歳出のどの項目が、どのくらい増えているのかを調べ、その背景を考える。

・財政政府の役割は、主権者である国民の要望に応える公共財や公共サービスの提供にあることを理解する。

２　税の機能

・政府が役割を果たすためには、何が必要であるかを考える。

　（財源を集める、再分配をする、安定化を図る）

・これらの機能を税が有していることを理解する。（公共サービスの財源を調達する機能。所得税や相続税等の累

進税率で集めた財源を社会保障に支出し、所得や資産を再分配する機能。減税・増税を行い、景気の安定化を図

る機能。その他政策目的を実現する機能。）

・税の一番基本となる機能はどの機能であるかを考える。

<政府の財源は誰が、どのように負担するものなのだろう？＞

３　公共サービスの特徴と税の意義

・なぜ公共サービスを市場にゆだねることが難しいのかを考え、グループで議論する。

　（生活道路、警察、外交や国防、法律等）

・公共サービスの対価を正確に把握し料金を徴収できるかグループで議論する。

・公共財の性質を理解した上で、公共サービスを市場のみにゆだねた場合はどうなるか考え、グループで議論す

る。

　（＊安全・安心な社会に欠かせない外交、防衛、警察、消防、司法等は市場から提供されない可能性があること

を理解

＊社会資本、教育、社会保障等は必ずしも必要な量や水準が確保されない恐れがあることを理解

＊公共サービスは、民間部門の働きを補完し、社会の構成員全体の利益に適う役割を果たしていることを理解)

・これまでの議論を整理し、政府の財源である税は誰が負担するものなのか考える。

　（税の基本的な機能は国民の要望に応える公共サービスの財源調達にあり、税は社会を成り立たせるためにな

くてはならないもの。公共サービスの受益と負担とは直接結びつけることが出来ない。

公共サービスの便益は、国民が広く享受するもの。）

４　主権者と納税の義務

・憲法30条を調べる。

・税のルール(税制）は、国民が選挙で選んだ代表者が国会で制定した法律によること(憲法84条租税法律主義）

を理解。

・税制は、公平な租税の基本原則の考え方に拠っていることを理解。

・国民（納税者）が、納税の義務を果たさなかったら、どうなるかを考える。

　(不公平が生じるとともに、財源の裏付けがなくなり、国民の要望が叶えられず、社会や国が成り立たなくなる。）

・消費税を負担している生徒達も他者とともに社会や国を支える一員の役割を果たしていることを理解する。

・税の使い道（予算）も国民の代表者が国会で審議・議決して決めており、国民が納めた税の使い道が、国民の政

府に対する要望に応えたものとなっているか、税の使い道に関心をもつことの大切さを理解する。

・税は、国民生活や経済社会の在り方と密接に関連するものであり、税の在り方について考えることは、社会の構

成員であることを自覚し、公共サービス、社会や国の在り方を考えることにつながることを理解する。

まとめ
５　学習内容の振り返り、まとめ

・税の学習を通して、税の機能や意義、納税の義務を果たすことの意義を学んだことを理解する。

展開
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(ⅱ)副教材の作成 

東京都租推協の取り組みとして、児童・生徒に対する租税教育の充実を図るため、学校

での授業の副教材として、小学生向けには「税金のはなし」、中学校向けには「わたしたち

の生活と税」という冊子を発行している。都内の小学校６年生と中学校３年生を対象に、

平成 27年度はそれぞれ約 12万部ずつ配布している。 

 

 東京都租推協では、高校生向けの租税教育を充実させていくことを重点施策と位置付け

ており、平成 28 年度に新たに租推協内に高等学校専門部会を立ち上げ、平成 29 年度にア

クティブラーニングを取り入れた高校生向けの副教材を作成する予定である。 

 

(ⅲ)租税教室の開催支援 

 租税教室実施にあたっては、区市町村の租推協による各学校への勧奨や広報誌で開催校

を募る等積極的に開催を呼びかけている。 

 また、都内の税務広報広聴官や各税務署の職員が租税教育の担当として、税務署が管轄

する地区の学校へ租税教室実施の提案を行っている。社会科の授業時間のみならず、総合

学習等学校側の都合に合わせて開催できるよう、学校側と調整を行う等柔軟な対応を行っ

ている。実施に際しては、地区単位で設置されている租推協において、税務署や都税事務

所職員、税理士会のほか法人会等関係民間団体が協力して租税教室を実施している。 

 

平成 23年度の税制改正大綱で小中学生に加えて、社会に出る一歩手間の段階である高校

生、専門学校生、大学生等に対する租税教育を強化していく方針が示されたことを受けて、

小中学校段階に加え、現在は高校段階以降の租税教育の充実が進められている。東京都で

は高校での租税教室の開催割合が低い（平成 27 年度：6.4％）ため、東京都租推協に高等

学校専門部会を設置し、開催割合の向上を目指している。 

次節以降は、上述の租推協の枠組みのうち、国税庁、東京国税局による取組並びに東京

都による取組について記すこととする。 

 

②国税庁・東京国税局による租税教育 

国税庁・東京国税局においては、中央租推協・東京都租推協の事務局として、租税教室

開催や講師養成研修等の各施策の実施・調整事務を担っているほか、上述のとおり、租税

教室の実施に際して、都内の各税務署や税務広報広聴官が税務教育の担当として税務署が

管轄する地区の小学校、中学校、高等学校、大学及び専修学校等に対し、租税教室等の実

施提案や関係機関との調整を行っている。 

 

(ア)租税教育に関する教材等の提供 

 国税庁ホームページに「税の学習コーナー」を設け、小学生、中学生、高校生等学齢に



 

31 

概
要

日
本

ア
メ
リ
カ

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン

ド
イ
ツ

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

総
括

応じて、児童・生徒が租税の意義や役割を学習できる教材を提供している。 

 

図表 20：国税庁ホームページ「税の学習コーナー」 

 
出所：国税庁ホームページ 

  

児童生徒向け教材及び講師向けマニュアルに加えて、ゲーム・クイズ形式で税について

学習するページやビデオライブラリーも設置されている。 

その他にも、東京上野税務署内には租税教育用の施設「タックス☆スペース UENO」が

設けられており、「税の学習」や「パソコンを使用した体験学習」、「税務署見学」を行うこ

とができる。この施設は平成 15年６月に、全国で唯一の『租税教育用常設施設』として開

設し、東京国税局管内をはじめ全国から多くの児童・生徒等が訪れている。平成 23年９月

には来場者が 1万人に達した。 

 

  



 

 

(イ)税の作文コンクールの開催

 国税庁

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

学校のうち中学校の約

校で

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

関とも協力している。

 

(ウ)租税教室及び大学講演等の実施

 東京都租推協の枠組みの下、小中高等学校に対する租税教室を年間

ている。また、大学等における講演を年間

 

 

中学校

　　全国

高校

　　全国

（注）各年分の割合は、それぞれの「学校基本調査報告」の学校数及び生徒数を基に算出した。

税の作文コンクールの開催

国税庁では高校生を対象とした「税に関する作文」の募集を行っている。中学生につい

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

学校のうち中学校の約

校で 60 万編、高校では約

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

関とも協力している。

租税教室及び大学講演等の実施

東京都租推協の枠組みの下、小中高等学校に対する租税教室を年間

ている。また、大学等における講演を年間

 

応募校数

応募編数

中学校 7,248

　　全国 583,142

1,485

　　全国 181,500

（注）各年分の割合は、それぞれの「学校基本調査報告」の学校数及び生徒数を基に算出した。

平成25年度

図表 

税の作文コンクールの開催

では高校生を対象とした「税に関する作文」の募集を行っている。中学生につい

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

学校のうち中学校の約 70％、高校の約

万編、高校では約 20

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

関とも協力している。 

図表

租税教室及び大学講演等の実施

東京都租推協の枠組みの下、小中高等学校に対する租税教室を年間

ている。また、大学等における講演を年間

 

応募校数

応募編数

7,248

583,142

1,485

181,500

（注）各年分の割合は、それぞれの「学校基本調査報告」の学校数及び生徒数を基に算出した。

平成25年度

割合

 21：タックス☆スペース

税の作文コンクールの開催 

では高校生を対象とした「税に関する作文」の募集を行っている。中学生につい

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

％、高校の約 30

20 万編であり、租税に関する理解を深めるための重要な施策の

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

図表 22：税に関する作文の応募状況

出所：東京都租税教育推進協議会「第

租税教室及び大学講演等の実施 

東京都租推協の枠組みの下、小中高等学校に対する租税教室を年間

ている。また、大学等における講演を年間

  

応募校数

応募編数

68.2

16.5 615,230

29.2

5.4 193,393

（注）各年分の割合は、それぞれの「学校基本調査報告」の学校数及び生徒数を基に算出した。

割合
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タックス☆スペース

では高校生を対象とした「税に関する作文」の募集を行っている。中学生につい

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

％、高校の約 30％の学校から作品の応募があり、応募編数は中学

万編であり、租税に関する理解を深めるための重要な施策の

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

税に関する作文の応募状況

京都租税教育推進協議会「第

東京都租推協の枠組みの下、小中高等学校に対する租税教室を年間

ている。また、大学等における講演を年間 70校程度実施している。

応募校数

応募編数

7,422

615,230

1,547

193,393

（注）各年分の割合は、それぞれの「学校基本調査報告」の学校数及び生徒数を基に算出した。

平成26年度

割合

タックス☆スペース UENOの様子

では高校生を対象とした「税に関する作文」の募集を行っている。中学生につい

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

％の学校から作品の応募があり、応募編数は中学

万編であり、租税に関する理解を深めるための重要な施策の

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

税に関する作文の応募状況

京都租税教育推進協議会「第 24回定期総会議案書」を基に日本総研作成

東京都租推協の枠組みの下、小中高等学校に対する租税教室を年間

校程度実施している。

学校数

生徒数

69.9 10,484

17.5 3,465,215

30.8

5.7 3,481,839

（注）各年分の割合は、それぞれの「学校基本調査報告」の学校数及び生徒数を基に算出した。

割合

の様子 

出所：国税庁ホームページ

では高校生を対象とした「税に関する作文」の募集を行っている。中学生につい

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

％の学校から作品の応募があり、応募編数は中学

万編であり、租税に関する理解を深めるための重要な施策の

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

税に関する作文の応募状況 

回定期総会議案書」を基に日本総研作成

東京都租推協の枠組みの下、小中高等学校に対する租税教室を年間 1,200

校程度実施している。 

学校数 応募校数

生徒数 応募編数

10,484

3,465,215 616,062

5,048

3,481,839 199,401

（注）各年分の割合は、それぞれの「学校基本調査報告」の学校数及び生徒数を基に算出した。

(単位：（下段）人、編、％）

平成27年度

 
出所：国税庁ホームページ

では高校生を対象とした「税に関する作文」の募集を行っている。中学生につい

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

％の学校から作品の応募があり、応募編数は中学

万編であり、租税に関する理解を深めるための重要な施策の

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

回定期総会議案書」を基に日本総研作成

1,200 校程度実施し

応募校数

応募編数

7,452

616,062

1,611

199,401

割合

（単位：(上段）校、％）

(単位：（下段）人、編、％）

平成27年度

 
出所：国税庁ホームページ 

では高校生を対象とした「税に関する作文」の募集を行っている。中学生につい

ては、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催により同様の事業を実施している。全国の

％の学校から作品の応募があり、応募編数は中学

万編であり、租税に関する理解を深めるための重要な施策の

一つとなっている。作文コンクール開催にあたっては、東京都を含む各自治体等の関係機

 

回定期総会議案書」を基に日本総研作成 

校程度実施し

71.0

17.7

31.9

5.7

割合

（単位：(上段）校、％）

(単位：（下段）人、編、％）
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③東京都による租税・財政教育 

(ア)租税・財政教育に関する教材等の提供 

東京都主税局のホームページ上では、「君も税博士」というコーナーを設け、小学生、中

学生向けの教材の提供をしている。その他、東京都主税局のイメージキャラクターである

「タックス・タクちゃん」が登場するアニメーションやクイズを通して租税について学習

するコーナーもある。 

また、平成 29年度予算案の発表に合わせて東京都財務局では、税金がどのように使われ

ているのかを記した子供向けの冊子「知っているかな？みんなのくらしと東京都」を作成

している。 

 

図表 23：租税教育に関する教材（左：タックス・タクちゃんクイズ、 

    右：冊子「知っているかな？みんなのくらしと東京都」） 

 

出所：東京都主税局ホームページ          出所：東京都財務局ホームページ 

 

(イ)租税教室の実施 

東京都租推協の枠組みの下、東京都主税局の職員が学校等に出向いて講義を行う「出

前授業」を年間 70回程度実施している。 

また、学生を対象とした租税教室に加え、夏休み等を利用して、親子を対象とした「親

子税金教室」や社会人を対象とした「社会人向け租税教室」を実施している。 
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図表 24：租税教室実施の様子（左：親子税金教室、右：社会人向け租税教室） 

  

出所：東京都主税局資料 

 

(3)民間団体による租税・財政教育 

 日本における租税・財政教育は、民間団体の果たす役割も大きい。 

ここでは、税理士会、納税貯蓄組合、青色申告会、法人会、間税会について記載する。 

 

①税理士会での取り組み 

(ア)日本税理士会連合会の取り組み 

平成 23年度税制改正大綱において租税教育の充実が掲げられ、その実施の際には関係省

庁及び民間団体が連携して取り組むこと、租税教育の担い手として税理士・税理士会が重

要な役割を担っていることが示されたことで、税理士会における租税教育の取組が大きく

充実することとなった。また、平成 26年度税制改正において税理士法の改正が行われ、税

理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載しなければならない事項（絶対的記載事項）

に、「租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定」が加えられ

たことで、日本税理士会連合会会則（平成 26年 10月 15日）において、「租税に関する教

育その他知識の普及及び啓発のための活動に関し必要な施策を行うこと」を事業として定

め、租税教育を一層推進している。 

日本税理士会連合会（以下、日税連）は全国 15の税理士会で構成されており、主に税理

士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務や、税理士の登録に関する事

務を行っている。租税教育に関しては、租税教育の講義用テキストの発行や、大学での寄

附講座、中学生の「税についての作文」事業の後援等を行っている。 

 日税連による租税教育のうち、近年特に注力しているのは大学での寄附講座である。平

成７年度から開始した寄附講座は、これまでの 30以上の大学で実施されている。大学側か

ら寄附講座の申し込みを受けることがあるほか、寄附講座の期間が終わった後も講師のみ

派遣している事例もある。 
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図表 25：大学での寄附講座の実施状況 

 

※各大学での寄附講座の開設期間は、＊印がついた大学は開設年度から２年間、その他の大学は３年間で

ある。 

出所：日本税理士会連合会ホームページを基に日本総研作成 

 

寄附講座は半年２単位（90分×15回の講義）で行っており、多くの大学で３年間実施し

ている。授業内容は大学によって異なるが、多くの場合、租税一般の理論と制度及び税理

士の役割等について教えている。教員養成課程では、税制度の基本や税に関する授業の実

施方法について教えている。大学の教員が授業を担当する場合もあるが、必要に応じて税

理士が講義あるいは講義の補佐を行っている。また、国税局等の職員が講義の一部を担当

することもある。 

近年は、教員養成課程をもつ国公立大学にて積極的に寄附講座を開講している。現在、

全国各地の税理士会所属の税理士が学校を訪問し租税教室を行っているが、その数には限

りがある。そこで、教員養成課程の中で租税や租税に関する授業について教えることで、

学生が将来教員になった時に自ら授業を行えるようにすることを目指している。日税連で

は、47都道府県全ての国公立大学で講座を行うことを目標にしている。 

 

開設年度 大学

平成7年度 早稲田大学法学部＊、福岡大学法学部＊

平成8年度 東京大学法学部＊

平成9年度 慶應義塾大学法学部＊

平成10年度 学習院大学法学部

平成11年度 一橋大学法学部＊

平成12年度 同志社大学商学部

平成13年度 中央大学商学部

平成14年度 神奈川大学経済学部

平成15年度 関西学院大学商学部

平成16年度 愛知大学経済学部

平成17年度 専修大学商学部

平成18年度 関西大学法学部

平成19年度 明治大学経営学部

平成20年度 立命館大学法学部

平成21年度 法政大学経営学部

平成22年度 日本大学商学部

平成23年度 山口大学経済学部

平成24年度 千葉商科大学、札幌学院大学法学部、

平成25年度

琉球大学観光産業科学部、名古屋市立大学経済学

部、高崎経済大学経済学部、福島大学経済経営学類

(震災復興）、愛知教育大学教育学部(教員養成）＊

平成26年度
西南学院大学商学部、和歌山大学教育学部（教員養

成）＊

平成27年度
大分大学経済学部、滋賀大学経済学部、宮城教育大

学教育学部(教員養成）＊

平成28年度
横浜国立大学経営学部、東北学院大学経営学部、新

潟大学経済学部
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(イ)東京税理士会の取り組み 

 東京税理士会は平成 28年度から東京都租推協の正会員となり、東京国税局、東京都主税

局、東京都教育庁、都内税務署や学校等と連携し租税教育を推進している。租税教育に関

する教材の作成や租税教育を行う税理士への研修を行っている。 

租税教室を行う際には、税理士が講師として学校へ赴くことがある。その際、原則とし

て当該学校のある支部の税理士が講師を担当しているが、平成 27年度からは、複数の支部

に所属する税理士が合同で租税教室を行う「広域対応」にも取り組んでいる。都内各支部

の税理士が同じ形式で授業を行うことから、租税教室の質の均質化にも寄与している。 

東京税理士会では、「税を通して社会を考える教育」を目指しており、例えば、学級を

一つの国に見立て、ある公共事業を実施するための税金の集め方を考えることを通して、

公平・公正な税負担割合を考えさせるような授業を行っている。平成 27年度には、東京税

理士会にて小中高校、専門学校、大学等を対象として延べ約 2,000 回の租税教室を開催し

た。 

また、租税教室の講師を担当する税理士への研修は全国の各税理士会で行っている。東

京税理士会では租税教育担当講師の質を高めるため、講師登録の際に研修を行うだけでな

く、講師としての登録を継続するには翌年以降も毎年１回は研修を受けなければならない

制度となっている。現在、都内で約 1,000 名の税理士が講師として登録している。新規登

録・登録更新のための研修に加えて、租税教室の質を更に高めるための「レベルアップ研

修」を年に２回実施し、広域対応についての説明等各支部の代表者が集まる代表者会議を

年に２回開催し情報の共有を図っている。 

 

②納税貯蓄組合の取り組み 

 納税貯蓄組合とは、納税貯蓄組合法（昭和 26 年法律 145 号）に基づく団体で、納税資

金の備蓄による各種税金の円滑な納付を目的として組織された団体である。組合には、国

税、県税、市税等の納税者であれば誰でも加入でき、平成 27年３月末時点で、全国約 130

万人の組合員を有する。組合員組織は、全国の市町村の商店街や町内会、同業組合、企業

等の納税者で構成された「単位組合」を基礎単位としており、全国に約２万 7,000 の組合

がある（平成 27年３月時点）。 

 納税貯蓄組合は、「租税の期限内納付の確立」と「納税道義の高揚」を目的とした事業を

行っている。 
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図表 26：納税貯蓄組合の事業内容 

 
出所：納税貯蓄組合ホームページを基に日本総研作成 

 

租税の期限内納付の確立については、全国各地で「振替納税推進の街」の宣言を実施し、

振替納税制度の普及拡大による期限内納付率の向上を目指しているほか、消費税完納の推

進に向けた「消費税完納推進の街宣言運動」等を行っている。 

  さらに、税知識の普及と正しい税の理解者・協力者の拡大を目指し、機関誌や会報の発

行、各種説明会や研修会の開催及び税に関する教育的な広報活動等を行っている。現在は

国税庁と共催で行われている中学生の「税についての作文」募集事業も、こうした教育・

広報活動の一環である。 

 

③青色申告会の取り組み 

 青色申告会は、「申告納税制度の確立と小規模企業の振興への寄与」を目的として、個人

事業者の青色申告者を中心に結成された団体である。全国に約 3,100 の会があり、会員数

は約 81万人である（平成 28年４月）。 

各青色申告会では、個人事業者への記帳指導、研修会等の開催や青色申告の普及等幅広

い活動を行っており、また、所得税等の確定申告の時期には、適正申告、期限内納税等の

広報活動を行っている。さらに小学生を対象に、税に関する言葉を課題とする書道作品を

募集し表彰する税の書道展の開催や、租税教室への講師派遣も行っている。 

 

④法人会の取り組み 

 法人会とは、昭和 22年に申告納税制度が導入されたことを受け、納税者自らが税法を理

解し自主申告できるよう税知識を普及することを目的として、企業が自発的に結成した団

体である。全国の法人会は社団法人として法人格を有しており、全国各地に 441 の単位法

人会、県単位の連合体として 41 都道県連が組織されている。全国で約 80 万社が加入する

団体である。 

 主な活動としては、公平で健全な税制の実現を目指して、国・地方自治体に対して「税

に関する提言」を行っている。税に関する知識の普及啓発活動にも取り組んでおり、法人

会役員が小学校を訪問して租税教室を実施しているほか、小学生対象の税をテーマにした

絵はがきコンクールを実施している。企業向けの取組としては、税務署の講師や税理士に

よる税務研修会、決算法人説明会、年末調整説明会等様々な研修会を開催している。 

（１）納税資金の計画的備蓄の推進と納期内完納の定着化

（２）振替納税制度の普及拡大とe-Tax及びeL-Taxの普及

（３）消費税の滞納未然防止活動

（１）租税教育の推進 

（２）税の広報活動と正しい税の理解者・協力者の拡大 

（３）中学生の「税についての作文」募集 

 １．租税の期限内納付の確立 

 ２．納税道義の高揚 
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⑤間税会の取り組み 

 間税会は、間接税についての知識を習得し、自主的な申告納税体制の確立を通して円滑

な税務運営に協力することを目的として結成された団体である。全国に 518 団体があり、

会員数は約９万人社である（平成 27 年４月）。間税会では、税制や税の執行の改善のため

の提言、消費税に関する税知識の普及や滞納防止のための活動を行っている。具体的には、

租税教育・税の啓発活動の一環として、毎年「税の標語」を会員・非会員を問わず広く募

集し、優秀作品を表彰しているほか、「世界の消費税」図柄刷込みクリアファイルを作成し、

租税教室や街頭広報の場等で広く配布する等の活動を行っている。 

 また、「消費税完納運動」の推進や、税知識の習得等に役立てるための各種研修会・説明

会の開催等も行っている。 

 

なお、租税・財政教育と同様に税務広報についても、行政機関と納税貯蓄組合、青色申

告会、法人会、間税会等関係民間団体が連携して実施している。 

 

 

 (4)税務部門による租税・財政教育の実施状況 

 小学校、中学校、高校と児童・生徒の学齢に応じた租税・財政教育を実施している。小

学生に対しては社会と国民生活を支える税の意義や役割を中心に教え、中学生、高校生に

対しては、それらに加えて税の仕組みや公平な負担についての考え方、税に関する仕事等

についても教えている。 
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図表 27：小学校・中学校・高校における租税教育の体系 

 

出所：租税教育推進関係省庁等協議会「租税教育の事例集」を基に日本総研作成

小学校（社会）※中学年 小学校（社会）※高学年 中学校（公民的分野） 高等学校（現代社会） 高等学校（政治・経済）

領域 キーワード

・みんなの願い

・生活の安定と向上

健康で良好、安全な生活を守る諸活

動、公共施設

わたしたちの暮らしと政治（国・地方公

共団体）の働き

市場の働きにゆだねることが難しい諸

問題への国・地方公共団体の役割
政府の役割 国民経済における政府の役割

諸活動のために関係機関や地域の

人々が協力していること

政治の働きの費用は税に政治の働きの費用は税に政治の働きの費用は税に政治の働きの費用は税に

よってまかなわれていることよってまかなわれていることよってまかなわれていることよってまかなわれていること

公共サービスの財源を公共サービスの財源を公共サービスの財源を公共サービスの財源を

まかなう税の役割まかなう税の役割まかなう税の役割まかなう税の役割

財源調達など税の機能、財源調達など税の機能、財源調達など税の機能、財源調達など税の機能、

税の意識と必要性税の意識と必要性税の意識と必要性税の意識と必要性

財源調達など税の機能、財源調達など税の機能、財源調達など税の機能、財源調達など税の機能、

生活を支える税の意識・役割生活を支える税の意識・役割生活を支える税の意識・役割生活を支える税の意識・役割

地域社会の一員としての

自覚をもつこと
身近な生活と税のかかわり

社会の一員（税の負担者）

としての自覚をもつこと

納税者として

税の使途に関心をもつこと

納税者として

税の使途に関心をもつこと

税の大切な

きまりや考え方

・税の公平な分担
税はみんなで分担して

納めていること
税の仕組み、税の種類・分類

公平な税の考え方、

税の基本的な仕組み

・持続可能な社会
財源の課題

（財源の確保と配分、社会保障費）

税・財政の課題

（財源の調達と配分）

社会人と税
・申告納税制度

・税に関する仕事

自ら正しい申告・納税を

すること

申告納税制度、

税に関する仕事

申告納税制度、

税に関する仕事

よりよい社会と

税

公共サービスの受益と負担、公平な税

の考え方
(個人と社会の関係、世代間の公平など）

発達の段階

学習内容

社会と国民生活を

支える

税の意識・役割税の意識・役割税の意識・役割税の意識・役割

(税の必要性）(税の必要性）(税の必要性）(税の必要性）

・公共サービスの財源

・社会の会費

・税の使いみち

・国民主権

・納税の義務
きまりを守ることの大切さ

憲法に納税の義務が

あること

憲法に定められた権利と

納税の義務、納税の義務を

果たすことの大切さ

納税の義務を果たす

ことの意義

納税の義務を果たす

ことの意義
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また、東京都内の学校における出前授業による租税教室等は、平成 27 年度 1,242 回行わ

れている。そのうち小学校が 881 校（開催割合：64.9％）と最も高く、続いて中学校 267

校（同：32.8％）、高校（同：6.4％）となっている。高校の開催割合については他の地域と

比較して低い状況にあることから、今後重点的に取り組む予定である。 

 

図表 28：東京都内の出前授業による租税教室等の開催状況 

 

出所：東京都租税教育推進協議会「第 24回定期総会議案書」を基に日本総研作成 

 

 講師は、主に東京都租推協の構成員が担っており、特に東京税理士会からの出講が多くな

っている。 

なお、税理士会による租税教室の実施回数は過去十数年で大きく伸びており、平成 27 年

度には全国の小学校、中学校、高校、専門学校、大学等にて合計で約１万回開催されている。 

 

1-2-3.租税・財政教育に関わる人材に対する教育研修の状況 

(1)中央租推協によるシンポジウムの開催 

中央租推協では、「租税教育に関するシンポジウム」を年に１回開催している。全国各地

で開催しており、平成 28 年度は東京で開催した8。このシンポジウムでは、教員、教育委員

会職員のほか、地方自治体職員、税理士、関係民間団体等租税教育に携わる人を対象として、

全国的な租税教育の推進状況の報告や、都道府県、市町村単位での租税教育の実践的取組等

が紹介された。 

 

(2)東京都租推協主催の研修 

東京都租推協では、税務署の税務広報広聴官が講師となり、公立中学校・高等学校の教員

を対象として、租税教育をテーマとした研修会を実施している。この研修で扱う内容は、例

えば入試問題で租税に関する内容が取り上げられた事例の紹介や、租税に関するトピックス

の紹介等、教員が学校で租税について教える上で役立つ情報提供を行っている。税理士や関

係民間団体等による租税教室を推進する一方で、出前授業の回数には限りがあるため、教員

                                                  
8 平成 28 年度は、東京国税局の「財政経済セミナー」との合同開催であった。 

開催校数 開催校割合 開催校数 開催校割合 開催校数 開催校割合

小学校 817 59.9% 844 62.3% 881 64.9%

中学校 235 28.5% 260 31.5% 267 32.8%

高等学校 24 5.3% 34 7.7% 28 6.4%

大学等 56 66 66

都内合計 1,132 1,210 1,242

平成25年度 平成26年度 平成27年度
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が自ら租税教育を行えるよう支援したいと考えている。 

 また、講師派遣による租税教室の開催にあたり、派遣講師の養成及びスキルアップを目的

とした講師養成研修も実施しており、税務関係職員や法人会、青色申告会の会員等が参加し

た。 

 

図表 29：租税教室講師養成研修会等の開催状況（平成 27 年度） 

 

出所：東京都租税教育推進協議会「第 24回定期総会議案書」を基に日本総研作成 

 

1-2-4.租税・財政教育の現場の様子 

 租税・財政教育の現場の様子として、小学校での租税教室（写真左）と高校での租税教室

（写真右）実施時の写真を紹介する。 

 

図表 30：小学校（左）及び高校（右）での租税教室の様子 

  

出所：東京都主税局資料 

 

  

地区等 実施月 研修受講者

主税局租税教室講師養成打合せ会 6月 都税事務所職員

青梅法人会講師養成研修 6月 青梅法人会会員

東村山租税教育推進協議会講師養成研修

(東村山市・小平市・清瀬市・東久留米市・西東京市合同）
10月 ５市租税教育推進協議会会員

武蔵野青色申告会講師養成研修 11月 武蔵野青色申告会会員

立川法人会講師養成研修 11・12月 立川法人会会員

芝租税教室講師養成研修 4・10月 芝法人会・青色申告会会員

国立市講師養成研修 12月 国立市職員

中野法人会租税教室講師養成研修 12月 中野法人会会員



 

1-2-5.

 東京都租推協及び国税庁が提供している副教材を紹介する。

 

 

 

 

 

 

5.租税・財政教育で用いられる教材例

東京都租推協及び国税庁が提供している副教材を紹介する。

図表

 

租税・財政教育で用いられる教材例

東京都租推協及び国税庁が提供している副教材を紹介する。

図表 31：小学生・中学生向け副教材（東京都租推協作成）

図表

 

租税・財政教育で用いられる教材例

東京都租推協及び国税庁が提供している副教材を紹介する。

：小学生・中学生向け副教材（東京都租推協作成）

図表 32：高校生用教材（国税庁提供）
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租税・財政教育で用いられる教材例 

東京都租推協及び国税庁が提供している副教材を紹介する。

：小学生・中学生向け副教材（東京都租推協作成）

  

：高校生用教材（国税庁提供）

 

東京都租推協及び国税庁が提供している副教材を紹介する。

：小学生・中学生向け副教材（東京都租推協作成）

：高校生用教材（国税庁提供）

東京都租推協及び国税庁が提供している副教材を紹介する。 

：小学生・中学生向け副教材（東京都租推協作成）

出所：東京都租税教育推進協議会

：高校生用教材（国税庁提供） 

：小学生・中学生向け副教材（東京都租推協作成） 

 

出所：東京都租税教育推進協議会

出所：国税庁

出所：東京都租税教育推進協議会 

  

出所：国税庁 
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1-2-6.租税・財政教育を進める上での工夫点 

 日本では社会科の授業を中心として、学齢に応じて租税・財政教育が行われている。社会

を支える仕組みとしての税制度や税の種類について説明しているほか、中学・高校段階では

財政問題についても扱っている。 

 日本の租税・財政教育の特徴としては、教育部門のみならず、国税庁・東京都主税局とい

った税務部門や民間団体等の官民が租推協の枠組みの中で連携していることである。税務署

や自治体の税務職員、税理士といった税の専門家が学校を訪問して租税教育を実施すること

で、社会を支える税の仕組みや税に関する仕事についての理解を深めることができると考え

られる。 

 授業では、知識を活用するアクティブラーニングの手法を積極的に取り入れることで、児

童・生徒が税の機能や意義、納税の義務を果たすことの意義を能動的に学ぶ環境を整えてい

る。 

一方で、高校生が税制を理解するのみならず、税を自らに関わりのあることとして主体的

に捉えられるようにするには、更なる工夫が必要だという声が聞かれた。選挙権年齢が引き

下げられたこともふまえ、租税教育の充実に向けて、高校生向けの教材開発や、主権者教育

の充実が進められている。 
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1-3.税務広報 

1-3-1.税務広報の概要 

 日本国内で税務広報を行っている、国税庁及び東京都主税局について以下に記すこととす

る。 

 

(1)租税に関する情報提供 

①国税庁による情報提供 

(ア)ホームページでの情報提供 

 国税庁では、納税者の申告・納税等に役立つ情報を国税庁ホームページで提供している。

各種租税の概要や、問い合わせの多い事項についてまとめた「タックスアンサー」、確定申

告書等作成コーナー、インターネット等を利用して国税に関する申告、納税及び申請・届出

等の各手続が行える国税電子申告・納税システム（e-Tax）、国税局・税務署の案内等、税

に関して網羅的な情報提供を行っている。税の仕組みや申告書の作成方法、e-Tax の利用方

法については動画形式でも情報提供を行っている。平成 27 年度には、１億 7,757 万件のア

クセスがあった。 

 

 図表 33：国税庁ホームページでの情報提供  
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出所：国税庁「国税庁レポート 2016」 

 

(イ)その他広告媒体での情報提供 

 国税庁では毎年「国税庁レポート」を発行し、納税者サービスの充実、適正・公平な課税・

徴収の実現、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）等の様々な税務行政の取組につい

て説明をしている。また、国民の暮らしにおける身近な税に関する情報をまとめたパンフレ

ットとして毎年度「暮らしの税情報」を発行し、各税務署窓口等での配布やダウンロードが

できるようホームページに掲載を行っている。 

 

  

①タックスアンサー
(よくある税の質問）

・問い合わせの多い質問とそれについての一般的な回答を掲載した
「よくある税の質問」への入り口

②国税局・税務署を調べる ・各国税局コーナーへの入り口

③確定申告書等作成コーナー

・画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額などが自動的に計算され、所得税、消
費税、贈与税の申告書などが作成できるシステム
・作成した申告書は印刷して郵送等で提出可能
e-Taxでも提出可能

④国税電子申告・納税システム（e-Tax)
・e-Taxを利用する際の「事前準備」、「初期登録」、「手続きの流れ」など、e-Taxを利用し
た申告・納税などをサポートするための情報を提供

⑤路線価図 ・全国7年分の路線価情報を提供

⑥公売情報
・全国の国税局や税務署で実施している公売（差し押さえた財産を入札などにより売却す
ること）物件の情報や公売手続などの情報を提供

⑦動画で見る　税の情報・税の仕事
・税の仕組みや申告書の作成方法、e-Taxの利用などについて具体的に説明
・調査・徴収をはじめとした国税庁の取組をドラマ仕立てで分かりやすく紹介

⑧税の学習コーナー
・ゲームやクイズなどで子供から大人まで楽しく税を学べるコーナー
・学校教師向けの租税教育用教材を提供

⑨文字拡大・読み上げ ・高齢者や視覚に障害がある方のためのサポート機能

⑩ご紹介します　税の役割と税務署の仕事 「税の役割と税務署の仕事」を動画やイラストで分かりやすく解説

⑪メールマガジン 「新着情報・メールマガジン配信サービス」の登録
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図表 34：「平成 28 年度版 暮らしの税情報」 

   
                    出所：国税庁 

 

その他にも、チラシ、ポスター等の広報媒体の作成を行い、それぞれに多様な機会を捉え

て、広報活動を行っている。国税庁はテレビ CM 等全国一律で行う広報活動を担当し、国

税局は管轄する都道府県にまたがる広報活動を行い、税務署は、管轄する区市町村を主たる

対象とした広報活動を行うという役割分担をしている。 

特に、確定申告期には重点的に広報活動を行っている。平成28年分の確定申告期におい

ても、国税庁ホームページ内のコンテンツとして「確定申告特集ページ」を設け、「確定申

告書等作成コーナー」やe-Taxの利用拡大及び提出する書類にはマイナンバーの記載が必要

となる広報を実施したほか、所得税及び復興特別所得税、贈与税、個人事業者の消費税及び

地方消費税の申告・納付期限の周知等の提供も併せて行っている。 

 

  

【掲載内容】 

� 税の基礎知識 

� 給与所得者と税 

� 高齢者や障害者と税 

� 暮らしの中の税 

� 不動産と税、贈与・相続と税 

� 申告と納税 

� その他 
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図表 35：確定申告書作成についてのチラシ 

  
出所：国税庁 

  

さらに、税に関する手続きや税制改正等について、納税者の理解を深めることを目的とし

て、確定申告に関する各種説明会、年末調整説明会、改正税法に関する説明会、新設法人の

ための説明会等、様々な説明会を開催している。全国の税務署等での開催回数は、平成 26

事務年度において 27,016 回、延べ約 118 万人が参加している。 

 

(ウ)「税を考える週間」における情報提供 

 国税庁では、租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めてもらうため、特に

毎年 11月 11 日から 17 日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を行

っている。 

「税を考える週間」においては、国税庁ホームページで国税庁の取組を紹介するページを

開設するほか、マスメディアを通じた広報や、大学生、社会人を対象とした講演会や説明会

を開催する等、国民各層の納税意識の向上を図る様々な取組を行っている。 

 

②東京都主税局による情報提供 

(ア)多様な媒体を活用した広報活動 

    東京都主税局においては、都税を中心に広報活動を実施している。平成 28 年度の広報計

画は図表 36 の通りであり、ポスター、冊子等の紙媒体、デジタルサイネージ等の動画媒体、
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加えてホームページや SNS を活用したオンラインでの広報活動等、多様な媒体を活用した

広報活動を幅広く行っている。 

 この他にも、毎年 11月の「税を考える週間」を中心に、街頭等で納期を周知するチラシ

等を配布するキャンペーンを実施している。また、納税者の手元に直接届く納税通知書を最

大の広報の機会ととらえ、税に関する情報を分かりやすくまとめたリーフレットを同封して

いる。 
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図表 36：東京都主税局による平成 28 年度広報計画の概要 

 

出所：東京都主税局資料 

 

  



 

図表

図表

 

(イ)ライフステージの各場面に応じた情報発信

税との関わり方は年齢によって変わることから、世代別にターゲットを絞った

している。社会人を対象とした

図表 37：「ガイドブック都税

図表 38：電光掲示板（デジタルサイネージ）

ライフステージの各場面に応じた情報発信

税との関わり方は年齢によって変わることから、世代別にターゲットを絞った

している。社会人を対象とした

ガイドブック都税

電光掲示板（デジタルサイネージ）

ライフステージの各場面に応じた情報発信

税との関わり方は年齢によって変わることから、世代別にターゲットを絞った

している。社会人を対象とした

ガイドブック都税 2016」

電光掲示板（デジタルサイネージ）

ライフステージの各場面に応じた情報発信

税との関わり方は年齢によって変わることから、世代別にターゲットを絞った

している。社会人を対象とした取組としては、
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」（左）及び主税局広報紙「あなたと都税」

 

 

電光掲示板（デジタルサイネージ）（左）及び
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としては、平成
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税との関わり方は年齢によって変わることから、世代別にターゲットを絞った

平成 28 年度は、
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出所：東京都主税局資料
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出所：東京都主税局資料

税との関わり方は年齢によって変わることから、世代別にターゲットを絞った

年度は、住宅展示場にて

主税局広報紙「あなたと都税」（右）

 

出所：東京都主税局資料
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出所：東京都主税局資料

税との関わり方は年齢によって変わることから、世代別にターゲットを絞った取組を開始

住宅展示場にて固定資
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出所：東京都主税局資料 
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出所：東京都主税局資料 
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(2)納税に関する相談・サポート体制

①国税庁の相談・サポート体制
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中的に受け付けており、全国で年間 500

阪の各国税局では英語での税務相談にも

また、「よくある質問」に対する一般的な回答については、国税庁ホームページ上の「タ

ックスアンサー」に掲載しており、アクセス件数は平成

２倍に伸びている。具体的に書類や事実関係の確認が必要な場合

て事前に予約することにより面接による相談も行っている。

  

          
http://www.tax.metro.tokyo.jp/newemployees/index.html
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の算定の基礎となる家屋の評価額算出のポイントを解説する

年齢引き下げを考慮し

育の一環として税を通じた社会参加を呼びかける広報媒体を作成した。都立高校に通う高校

生全員にリーフレットを配布したほか、大学構内に広告を掲示した。

月には、就職を控えた新社会人向けに、ホームページ上に給与明細の

見方や社会に出ると発生する税金の種類、税金の使い道

動画を作成し、インターネット広告やデジタルサイネージを活用し

住宅展示場での固定資産評価体験の様子（左）及び

 

国税に関する一般的な質問や相談については、国税局ごとに電話相談センターを設けて集

500 万件程度対応している。また、東京、名古屋、大

阪の各国税局では英語での税務相談にも対応している。

また、「よくある質問」に対する一般的な回答については、国税庁ホームページ上の「タ

ックスアンサー」に掲載しており、アクセス件数は平成

２倍に伸びている。具体的に書類や事実関係の確認が必要な場合

て事前に予約することにより面接による相談も行っている。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/newemployees/index.html（東京都主税局ホームページ「新社会人の皆さんへ」）

の算定の基礎となる家屋の評価額算出のポイントを解説する等

考慮し、高校生、大学生向けに、主権者教

育の一環として税を通じた社会参加を呼びかける広報媒体を作成した。都立高校に通う高校

生全員にリーフレットを配布したほか、大学構内に広告を掲示した。

月には、就職を控えた新社会人向けに、ホームページ上に給与明細の

見方や社会に出ると発生する税金の種類、税金の使い道等への関心を促すウェブページ

動画を作成し、インターネット広告やデジタルサイネージを活用し

住宅展示場での固定資産評価体験の様子（左）及び

国税に関する一般的な質問や相談については、国税局ごとに電話相談センターを設けて集

万件程度対応している。また、東京、名古屋、大

対応している。 

また、「よくある質問」に対する一般的な回答については、国税庁ホームページ上の「タ

ックスアンサー」に掲載しており、アクセス件数は平成 21 年度と

２倍に伸びている。具体的に書類や事実関係の確認が必要な場合

て事前に予約することにより面接による相談も行っている。 

（東京都主税局ホームページ「新社会人の皆さんへ」）

等、不動産に関する

、高校生、大学生向けに、主権者教

育の一環として税を通じた社会参加を呼びかける広報媒体を作成した。都立高校に通う高校

生全員にリーフレットを配布したほか、大学構内に広告を掲示した。

月には、就職を控えた新社会人向けに、ホームページ上に給与明細の

への関心を促すウェブページ

動画を作成し、インターネット広告やデジタルサイネージを活用し

住宅展示場での固定資産評価体験の様子（左）及び新社会人向け広報

出所：東京都主税局資料

国税に関する一般的な質問や相談については、国税局ごとに電話相談センターを設けて集

万件程度対応している。また、東京、名古屋、大

また、「よくある質問」に対する一般的な回答については、国税庁ホームページ上の「タ

年度と 27 年度を比較すると約

２倍に伸びている。具体的に書類や事実関係の確認が必要な場合等は、所轄の税務署におい

 

（東京都主税局ホームページ「新社会人の皆さんへ」）

に関する税のセミナ

、高校生、大学生向けに、主権者教

育の一環として税を通じた社会参加を呼びかける広報媒体を作成した。都立高校に通う高校

生全員にリーフレットを配布したほか、大学構内に広告を掲示した。 

月には、就職を控えた新社会人向けに、ホームページ上に給与明細の

への関心を促すウェブページ

動画を作成し、インターネット広告やデジタルサイネージを活用し

新社会人向け広報（右）

出所：東京都主税局資料

国税に関する一般的な質問や相談については、国税局ごとに電話相談センターを設けて集

万件程度対応している。また、東京、名古屋、大

また、「よくある質問」に対する一般的な回答については、国税庁ホームページ上の「タ

年度を比較すると約

は、所轄の税務署におい

（東京都主税局ホームページ「新社会人の皆さんへ」）

セミナ

、高校生、大学生向けに、主権者教

育の一環として税を通じた社会参加を呼びかける広報媒体を作成した。都立高校に通う高校

月には、就職を控えた新社会人向けに、ホームページ上に給与明細の

への関心を促すウェブページ9を

動画を作成し、インターネット広告やデジタルサイネージを活用し

（右） 

 
出所：東京都主税局資料 

国税に関する一般的な質問や相談については、国税局ごとに電話相談センターを設けて集

万件程度対応している。また、東京、名古屋、大

また、「よくある質問」に対する一般的な回答については、国税庁ホームページ上の「タ

年度を比較すると約

は、所轄の税務署におい

（東京都主税局ホームページ「新社会人の皆さんへ」） 
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図表 40：電話相談センターの相談件数及びタックスアンサーへのアクセス件数の推移 

 
出所：国税庁「国税庁レポート 2016」を基に日本総研作成 

 

②東京都主税局の相談・サポート体制 

 東京都では、都庁舎や都税事務所に都税相談コーナーを設置している。平成 27 年度の来

所、電話、文書での受付件数は 23,000件を超える。都税に関する「よくあるご質問」につ

いては自動音声サービスでの情報提供も行っている。 

 そのほか、問い合わせの多い自動車税等については、専用のサポートセンターを設けてい

る。 
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図表 41：主税局での相談件数（来所、電話、文書）の推移 

 

出所：東京都主税局資料を基に日本総研作成 

 

図表 42：税務相談等の受付件数（平成 27 年度、来所・電話・文書） 

 

出所：東京都主税局資料を基に日本総研作成 

 

(3)関係機関との連携による普及啓発活動 

 国、都道府県、区市町村がそれぞれに多様な機会を捉えて行う広報活動の一環として、杉

並区では税務署と税務に関連する団体等が連携し、「税を考える週間」に「杉並納税街頭キ

ャンペーン」を行っている。当日は、杉並区内の学校でのセレモニー、街頭パレート、近隣

の学校の児童・生徒による吹奏楽の演奏等が行われた。 

なお、国、都道府県、区市町村が連携した街頭でのキャンペーンは地域単位で実施してお

り、ブースを設置した相談会やノベルティグッズの配布等、主催者の創意工夫のもと様々な

形で行われている。 
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自由が丘での街頭キャンペーン（左）及び住宅展示場におけるブース相談会

 

1-3-2.

(1)国税庁による評価

 国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

サービスの充実に関する評価項目は、

切な対応」では、「

おける電話相談の満足度

められており、それぞれの施策の達成度を確認している。

 

 

図表

自由が丘での街頭キャンペーン（左）及び住宅展示場におけるブース相談会

2.税務広報に対する評価方法

国税庁による評価

国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

サービスの充実に関する評価項目は、

切な対応」では、「

おける電話相談の満足度

れており、それぞれの施策の達成度を確認している。

 

図表

図表 44：関係機関との連携による普及啓発活動

自由が丘での街頭キャンペーン（左）及び住宅展示場におけるブース相談会

に対する評価方法

国税庁による評価 

国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

サービスの充実に関する評価項目は、

切な対応」では、「電話相談センターにおける

おける電話相談の満足度」「

れており、それぞれの施策の達成度を確認している。

 

図表 43：杉並納税街頭キャンペーン

関係機関との連携による普及啓発活動

自由が丘での街頭キャンペーン（左）及び住宅展示場におけるブース相談会

に対する評価方法 

国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

サービスの充実に関する評価項目は、図表

電話相談センターにおける

」「税務署における面接相談の満足度

れており、それぞれの施策の達成度を確認している。
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杉並納税街頭キャンペーン

関係機関との連携による普及啓発活動

自由が丘での街頭キャンペーン（左）及び住宅展示場におけるブース相談会

 

国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

図表 45 のとおりである。例えば「２．相談等への適

電話相談センターにおける 10分以内の相談割合

税務署における面接相談の満足度

れており、それぞれの施策の達成度を確認している。

杉並納税街頭キャンペーン

関係機関との連携による普及啓発活動

自由が丘での街頭キャンペーン（左）及び住宅展示場におけるブース相談会

国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

のとおりである。例えば「２．相談等への適

分以内の相談割合

税務署における面接相談の満足度」等の定量的な測定指標が定

れており、それぞれの施策の達成度を確認している。 

杉並納税街頭キャンペーン 

出所：公益社団法人杉並青色申告会

関係機関との連携による普及啓発活動のその他の例

自由が丘での街頭キャンペーン（左）及び住宅展示場におけるブース相談会

出所：東京都主税局資料

国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

のとおりである。例えば「２．相談等への適

分以内の相談割合」「電話相談センターに

」等の定量的な測定指標が定

 

出所：公益社団法人杉並青色申告会

のその他の例 

自由が丘での街頭キャンペーン（左）及び住宅展示場におけるブース相談会（右）

出所：東京都主税局資料

国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

のとおりである。例えば「２．相談等への適

電話相談センターに

」等の定量的な測定指標が定

出所：公益社団法人杉並青色申告会 

（右） 

  

出所：東京都主税局資料 

国税庁では毎年７月から翌年６月までの１年間を実績評価の対象期間とし、業務分野ごと

に評価対象となる施策を設定し、定量的・定性的な評価を実施している。このうち、納税者

のとおりである。例えば「２．相談等への適

電話相談センターに

」等の定量的な測定指標が定



 

55 

概
要

日
本

ア
メ
リ
カ

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン

ド
イ
ツ

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

総
括

図表 45：「納税者サービスの充実」に関する評価項目 

 

出所：財務省「平成 28事務年度 国税庁実績評価実施計画」を基に日本総研作成 

 

図表 46：「相談等への適切な対応」に係る測定指標（抜粋） 

 

出所：財務省「平成 28事務年度 国税庁実績評価実施計画」を基に日本総研作成 

 

 効果の測定にあたっては、図表 47 のとおり年間を通じて税務署の利用者や国税庁ホーム

ページ利用者に対して各種アンケート調査を実施している。こうして得られたアンケート結

果を参考に税務広報の改善活動を行っており、広告がより国民の目にとまるよう、トレイン

チャンネルやデジタルサイネージ等を活用した広報にも取り組んでいる。 

 

  

実績の目標 施策名

（１）国民各層への広報活動の充実

（２）租税に関する啓発活動

（３）関係民間団体との協調関係の推進

（４）地方公共団体との協力関係の確保

（５）国民の意見や要望への的確な対応等

（１）納税者からの相談などへの適切な対応

（２）納税者からの苦情等への迅速・適切な対応

（３）改正消費税法への対応

（４）改正相続税法への対応

１．広報・広報活動等の充実

２．相談等への適切な対応

（単位：％）

合計年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 28年度目標値

電話相談センターにおける10分以内の相談割合（注１） （99.0） 97.0 97.7 97.8 95

電話相談センターにおける電話相談の満足度（注２） 94.5 94.7 95.0 95.0 95

税務署における面接相談の満足度（注３） 87.0 87.7 87.6 91.5 90

（注１）平成24年度の数値は、電話相談センターにおける15分以内の相談割合を示す。

（注２）数値は、電話相談に関するアンケート調査において、「良い」から「悪い」の5段階評価で上位評価（「良い」及び「やや良い」）を得た割合。

（注３）数値は、来署納税者へのアンケート調査において、「良い」から「悪い」の5段階評価で上位評価（「良い」及び「やや良い」）を得た割合。
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図表 47：平成 28 事務年度において実施するアンケート調査の例 

 

出所：財務省「平成 28事務年度 国税庁実績評価実施計画」を基に日本総研作成 

 

また国税庁では、広聴活動の一環として「国税モニター」制度を設けており、平成 28 年

度は全国で 374名に委嘱している。この制度は、国税庁が実施するアンケートへの回答や、

税務署との座談会、意見交換会等を通じて、租税教育や税務広報に関する意見要望等を聴き

取り、広報広聴施策の改善に役立てていることを主な目的としている。 

 

(2)東京都主税局による評価 

 東京都では、平成 27 年度は都内在住者を対象として「都税広報モニター」を募り、広報

印刷物や租税教育といった活動に対するアンケート調査や、租税教室の参観・意見交換、モ

ニター会議等を開催した。なお、平成 28 年度は「都税ＰＲ効果検証アドバイザー」と改称

し、これまでの活動に加え、主税局が行っている新しい取組みについての意見を集め、検証

に反映させている。 

 

  

アンケート名
実施場所
対象者

実施時期
用紙の配布方法
回収方法

主な質問項目

国税の広報についてのアンケート
・全国55の税務署
・特定日の来署納税
者

平成28年４月～平
成29年３月（各四
半期の特定日、計
４日間実施）

・玄関又は部門の窓
口で配付
・アンケート箱への投
函依頼

無記名による５段階評価（「良い」、「やや
良い」、「どちらとも言えない」、「やや悪
い」、「悪い」）
①国税の広報全般についての印象
②国税庁が実施している各種の広報施策
の認知度（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ポ
スター、ホームページ等）
③情報提供に関する要望

電話相談センターについてのアンケート
・電話相談センター
・特定日の電話相談
を利用した納税者

平成28年４月～平
成29年３月（各四
半期の特定日、計
８日間実施）

・相談後に音声ガイ
ダンスによるアンケー
ト入力方式

無記名による５段階評価（「良い」、「やや
良い」、「普通」、「やや悪い」、「悪い」）
①税務相談に満足されたか
②応接の親切さ、丁寧さ
③回答の分かりやすさ
④回答の速さ
⑤疑問点の解決

税務署（相談会場）についての
アンケート

・全国524の税務署
・特定日の来署納税
者

平成28年４月～平
成29年３月（各四
半期の特定日、計
４日間以上実施）

・玄関又は部門の窓
口で配付(確定申告
期において署外会場
で相談等を行う場合
は相談会場で配付)
・アンケート箱への投
函依頼

無記名による５段階評価（「良い」、「やや
良い」、「どちらとも言えない」、「やや悪
い」、「悪い」）
①相談の親切さ・丁寧さ
②説明の分かりやすさ
③対応の速さ
④応接についての全体的な印象
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図表 48：平成 27 年度「都税広報モニター」実施概要 

 
出所：平成 28年度東京都税制調査会第１回小委員会「税への理解を深める取組に関する資料」を基に日本総研作成 

 

 都税広報モニターから寄せられた意見を基に、税務広報等の改善を行っている。例えば、

「減税等の納税者にお得な情報を積極的に知らせてほしい」という意見をふまえて、ホーム

ページのトップページに「軽減制度」のアイコン作成や、住宅展示場でのキャンペーンを実

施したほか、「分かりやすい表現による情報発信にすべき」という意見を受けて、月刊広報

紙「あなたと都税」の内容見直しを行った。 

 

図表 49：都税広報モニター会議の様子 

 
出所：東京都主税局資料 

 

  

  

実施期間 平成27年５月から平成28年３月まで

応募要件
・都内在住、在勤又は在学中で満20歳以上の方
・都税の納税者又は同一世帯に納税者がいる方 　等

人数 100名

実施内容

（１）インターネットによるアンケート調査 … ３回実施
　　　①広報印刷物について（ポスター、月間広報紙）

　　　②租税教育について
　　　③広報全般について（効果的な広報媒体、ホームページ）

（２）租税教室の参観・意見交換会 … ２回実施
　　　①親子税金教室
　　　②社会人向け税金教室

（３）都税広報モニター会議
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その他、全ての都税事務所に意見箱を設置しているほか、ホームページ上からも意見、要望

を受け付けている。 

 

図表 50：記入台付きご意見箱と記入用紙（ハガキ） 

 
出所：東京都主税局資料 
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1-3-3.税務広報を行う上での工夫 

 国、都道府県、区市町村のそれぞれの単位で、多様な機会を捉えた広報活動が行われてい

る。ホームページや定期刊行物での情報提供に加えて、テレビ CM や街頭ポスター、SNS

等様々なメディアを活用している。また、毎年 11月の「税を考える週間」を中心に、様々

な広報・広聴活動を実施している。 

 税に関する情報公開がより一層求められる中で、国税庁、東京都主税局ともに、アンケー

ト調査やモニター制度等を基に、その要望をふまえた改善活動を行っている。国税庁におい

ては毎年広報活動に関する測定指標が設定され、定量的・定性的な評価を実施している。 

 近年、東京都主税局では納税者の視点を取り入れた情報発信に努めている。モニターアン

ケート結果で、「税の使い道について知りたい」という声が最も高かったことを受け、広報

紙及びホームページで都税の使い道を紹介しているほか、広報紙のコラム欄では、社会で活

躍している方を通じた税情報の発信を行っている。 
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1-4.税務職員の育成 

1-4-1.資質向上に向けた取組 

(1)国税庁による職員の育成 

①税務の専門知識・技術面 

国税庁の職員研修体系は、「税務大学校において実施する集合研修」「管理者や指導担当者

が日常の事務の遂行を通じて、個別に職員指導するという形で行われるオン・ザ・ジョブト

レーニング」「職場において集団的に実施する職場研修」の３つを柱として組み立てられて

いる。その中でも、税務大学校では数か月～１年と長期にわたる研修も行われており、研修

機関として中核的な役割を果たしている。税務大学校は埼玉県和光市の本校のほか、全国

12 か所に地方研修所を有している。 

税務大学校の研修は、「税務職員としての全般的な能力と資質の向上を目的とする長期の

研修」「専門的な仕事に直接必要な知識の習得を目的とする短期の研修」「職務に関し必要な

特定の科目についての知識の習得を目的とする通信研修」の３つに分かれており、採用形態

や職務経験に応じた研修内容が用意されている。例えば、国税専門官として採用された職員

は、税務大学校本校において約３か月間の専門官基礎研修を受講後、国内各地の税務署に配

属される。それから約１年の実務経験を経た後に、地方研修所での約２か月間の専攻税法研

修を受講し、さらに約２年の実務経験を経た後に、本校での約７か月間の専科を受講し、よ

り専門性を高めていく研修体系がとられている。 

なお、税務大学校では税務に関する学術的な研究等を行っているほか、国際協力の一環と

してアジアを中心とした各国の税務職員に対する国際研修も実施している。 
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図表 51：税務大学校の研修体系 

 

出所：国税庁ホームページを基に日本総研作成 

 

②接遇面 

 税務大学校長期研修（普通科、専門官、基礎研修）にて外部講師を招いたビジネスマナー

に関する研修を実施するほか、各税務署においても接遇研修を実施している。 

 

(2)東京都主税局による職員の育成 

①税務の専門知識・技術面 

 東京都主税局では「主税局人材育成方針」に基づき、税務の専門知識及び技術を確実に継

承していくとともに、職員一人ひとりの意欲と能力の向上を目指して、組織一丸となって人

材育成を推進している。 

職員は様々な研修への参加を通して、職務の基本となる法令を軸とした専門知識や調査技

法等の習得に努めるとともに、日々の職務を通して実践的な実務能力を高めている。研修の

実施にあたっては、図表 52 に示したように、「職場外研修」「職場研修」「ブロック研修」

長
期

研
修

短
期

研
修

通
信

研
修

税務職員採用試験採用者

＜高等学校卒程度＞
国税専門官採用試験採用者

＜大学卒程度＞

普通科（1年）

中等科（3か月） 専攻税法研修（2か月）

専科（7か月）本科（1年）

国際科

（5か月）

専攻科

（4か月）

本校短期研修

研究科

（1年3か月）

評価特別研修

（5か月）

酒税行政研修

（5か月）

会計学 税務会計

審理（特別）研修

国際課税Ⅰ・Ⅱ

中国語Ⅰ

審理Ⅰ・Ⅱ

韓国語Ⅰ窓口英語Ⅰ・Ⅱ

試験 試験 選考 選考 選考

実務経験（3年）

実務経験（1年）

実務経験（2年）部内経験7年以上経験

は、本校研修、 は、地方研修を示す。

専門官基礎研修（3か月）
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「OJT」「自主研修（自己啓発）」の大きな柱を有機的に連携させ、多様な手段で効率的か

つ総合的に人材を育成している。  
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図表 52：東京都主税局研修体系（平成 28 年度） 

 
出所：東京都主税局資料 

新人育成（1年目）（2年目）

他局転入（1～3級）、他局転入（1～2級）

ステップアップ、主任Ⅰ・Ⅱ

課長代理Ⅰ・Ⅱ、新任総括

現任研修（1級職・3級職）

管理職研修

　  新任・転入、業績評価、人権問題

　  汚職等非行防止、マネジメント、所長

　  専門課長、管理職候補者、情報セキュリティ

　　専門課長候補者（職務報告）

税財政講演会、情報セキュリティ意識強化

事例を通して考えるメンタルヘルス実践

現場調査、主税局課題、接遇リーダー

税制度・地方税法、講師養成、法令の読み方

インストラクター入門、クレーム対応

交渉力強化、守秘義務、情報公開制度

国税・住民税基礎、都政人としての基礎

救急救命、人権、汚職等非行防止、

環境マネジメントシステム科、人権課題

情報セキュリティ・個人情報保護

現地機動班、接遇意識向上フォローアップ

主税局の情報セキュリティ

情報処理科 文書事務

簿記会計科 経理事務

個人事業税

自動車税

軽油引取税

法人二税

事業所税

土地･家屋課税

不動産取得税

家屋評価

土地評価

償却資産

徴収管理・滞納整理

個人事業税

自動車税

軽油引取税

法人二税

事業所税

土地･家屋課税

不動産取得税

家屋評価

土地評価

償却資産

滞納整理

個人事業税

法人二税

事業所税

土地･家屋課税

不動産取得税

家屋評価

土地評価

償却資産

滞納整理

法人二税コース【隔年実施】

滞納整理コース

自己啓発支援

（資格取得支援・通信講座受講支援）

法人二税

研研研研

修修修修

ア
ッ
プ
研
修

実
務
レ
ベ
ル

課 題 研 修

職 層 研 修

基 礎 科

職
場
外
研
修

実 務 研 修

応 用 科

専 攻 科

専 門 科

講師ﾌｫﾛｰ科

職
場
研
修

ブ
ロ
ッ
ク
研
修

（

自
己
啓
発）

自
主
研
修

養
成
研
修

実
務
リー

ダー

ス

ト

養

成

研

修

実

務

ス

ペ

シ

ャ

リ

実務サポート研修

派 遣 研 修
（プロ養成）

資産税部門長期専門科

自治大学校

（税務専門課程税務会計特別コース）

Ｏ
Ｊ
Ｔ

ｅラーニング



 

②接遇面

 東京都主税局では、各都税事務所の職場研修やブロック研修で接遇研修を実施することを

基本としている。その上で平成

ム対応研修」

認し接遇意識を継続的に高めていけるよう、ｅラーニングによる主税局全職員を対象にした

「接遇意識フォローアップ研修」も実施した。
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 窓口は、以下写真のように職員が訪れた住民や納税者に対面で対応する形式となっている。
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東京都主税局では、各都税事務所の職場研修やブロック研修で接遇研修を実施することを
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前節の職場外研修の一環として実施した。また、接遇技法やマナーを再確
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